
令和7．7．31　　第5号　　

　　子育て世帯に対する生命保険料控除が令和８年限定で拡充されます。

　　新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

　には、令和8年分における控除の最高限度額が6万円（改正前：4万円）となります。

　　また、旧生命保険料と23歳未満の扶養親族を有する者が新生命保険料のどちらも支払った場合の、

　一般生命保険料控除の適用限度額は6万円（改正前：4万円）となります。

　　なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額については、

　改正前と同じく12万円から変更はありません。

　　すでに生命保険料控除を限度額まで活用している方は、今回の改正の影響は受けません。

　新生命保険料（平成24年1月1日以後契約した生命保険料）

　

　上記の改正については、令和8年分の所得税についてのみ　適用されます。

　

本　間　通　信

～　税制改正　子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充　～

【改正前】 【改正後（23歳未満の扶養親族あり）】

年間の新生命保険料 控除額 年間の新生命保険料 控除額

20,000円以下 新生命保険料の全額 30,000円以下 新生命保険料の全額

20,000円超40,000円以下 新生命保険料×1/2＋10,000円 30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2＋15,000円

40,000円超80,000円以下 新生命保険料×1/4＋20,000円 60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4＋30,000円

80,000円超 一律40,000円 120,000円超 一律60,000円


